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広島県情報公開審査会諮問第４４号

１　審査会の結論

　　広島県知事（以下「実施機関」という。）が本件異議申立ての対象となった行政文書

　を部分開示とした決定は，妥当である。

２　異議申立てに至る経過

(1)  開示の請求

 異議申立人は，平成１４年４月２６日，広島県情報公開条例（平成１３年広島県

条例第５号。以下「条例」という。）第６条の規定により，実施機関に対し，「『県

営農村活性化住環境整備事業○○地区』事業により下表の『従前の土地（換地計画

原案に記載されたもの）』に換地となった者に対する『一時利用地の指定書』」（下

表省略）の開示を請求（以下「本件請求」という。）した。

(2)  部分開示の決定

　　　実施機関は，平成１４年５月８日付けで，「『県営農村活性化住環境整備事業○○

　　地区』事業による『従前の土地（換地計画原案に記載されたもの）』に換地となっ

    た者に対する『一時利用地の指定書』」（以下「本件文書」という。）を特定し，条

    例第１０条第２号（個人情報）に該当する情報が記載されていることを理由に，部

    分開示決定処分（以下「本件処分」という。）を行い，異議申立人に通知した。

　　　

(3)  異議申立て

 異議申立人は，平成１４年６月２１日，本件処分を不服として，行政不服審査法

　　 （昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定により，実施機関に対し，異議申立て

　　 を行った。

３　異議申立人の主張要旨

(1)  異議申立ての趣旨

　　　 本件処分を取り消し，全部開示の決定を求めるというものである。
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(2)  異議申立ての理由

異議申立人が，異議申立書，意見書及び口頭による意見陳述で主張している異議

  　 申立ての理由は，おおむね次のとおりである。

    ア　個人情報該当性について

　　　　本件文書は，(ｱ)土地改良法（昭和２４年法律第１９５号。以下「法」という。）

　　　の規定で閲覧が認められている文書であること，(ｲ)事業の過程で縦覧に付され，

　　　また，公にされなければならない性格のもので，かつ，地権者全員が公にされる

　　　ことを了知し，事業が行われているもので，秘密性は全くないこと，(ｳ)本件請求

　　　は，離農家の財産上の保護を目的としたものであることから，条例第１０条第２

　　　号ただし書に該当するため，全部開示すべきである。

　　イ　本件文書の保管権限について

　　　　法第２９条の規定により，本件文書を実施機関が保管する権限はなく，したが

　　　って，本件処分は違法である。

　　ウ　本件文書の閲覧について

(ｱ) 土地改良事業に関する文書については，法で罰則を担保として閲覧権を保護

　しており，これを条例で規制することは法の趣旨に反する。

(ｲ) 異議申立人は，土地改良区組合員で閲覧権があり，後日紛議が生じないよう

　適正な手続と文書の閲覧を求めており，本来，事業主体である実施機関は，条

　例に基づく開示請求の手続によらなくても，積極的に開示すべきである。

　　エ　その他

　　    県営農村活性化住環境整備事業○○地区事業のうち，ほ場整備等土地改良事業
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　　  （以下「本件事業」という。）に関しては，平成１３年１２月に行政不服審査法に

　　  基づく審査請求をしており，その資料とするために本件請求を行ったものである。

　　　 また，本件事業の施行に伴い，離農家の財産上の利益が著しく損なわれるにも

     かかわらず，事業主体である実施機関は，異議申立人に積極的に説明しないこと

　　　から，本件事業の不当な手続の原因及び経緯を明らかにするため，関係文書の開

　　　示を求める。

４  実施機関の説明要旨

　  実施機関が理由説明書及び口頭による意見陳述で説明している内容を総合すると，

　本件処分をした理由などについては，おおむね次のとおりである。

 (1)  個人情報該当性について

　　  本件文書に記載された個人の住所，氏名及び従前の土地の地番（以下「本件情報」

　　という。）は，特定の個人が識別され，又は識別され得る情報であり，条例第１０条

　　第２号に該当する。

　　　本件文書は，法の規定に基づき，一時利用地の指定を受けた関係権利者（以下「一

　　時利用地関係権利者」という。）に対して通知するためのものであり，一般に公開す

　　るものではなく，記載内容について何人も知り得る状態に置かれている情報とはい

　　えない。

　　　本件情報が，条例第１０条第２号ただし書ロに該当するか否かについては，個人

　　情報を守ることと，異議申立人が主張するような離農家の財産上の保護等の公益性

　　とを比較衡量した結果，個人情報の保護を優先したものである。

 (2)　本件文書の保管権限について

　　　本件文書は，事業主体である実施機関が，法の規定に基づき，一時利用地関係権

　　利者に対する通知のために起案した文書であり，実施機関が行政文書としてこれを

　　保管することは，違法ではない。
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 (3)　本件文書の閲覧について

　　　 法が規定する閲覧権は，土地改良区が保管する文書に適用されるものであって，

　　 実施機関が作成した本件文書は行政文書であるので，条例の適用を受けるものであ

     る。

　　   また，開示決定をするかどうかの判断は，開示請求者が事業に関係しているか否

　　 かに左右されるものではなく，本件請求においても，異議申立人が特定の土地改良

　　 区組合員で，本件事業に関係しているからといって，条例の手続を不要とするもの

     ではない。

５　審査会の判断

 (1)　本件文書の構成

　　　本件文書は，法第５３条の５第２項から第６項までの規定を準用した第８９条の

　　２第６項の規定に基づき，事業主体である実施機関が，一時利用地関係権利者に対

　　する通知のために起案した文書であり，

　　ア　一時利用地の使用開始（従前の土地の使用及び収益停止）の日

　　イ　使用及び収益を停止する従前の土地及びこれらに代わるべき一時利用地（一時

　　　利用地関係権利者の住所，氏名又は名称並びに従前の土地及び一時利用地の地番，

　　　地目等の記載を含む。）

　　が記載されているものである。

  (2) 実施機関が不開示とした情報

　    実施機関は，本件文書に記載されている情報のうち，一時利用地関係権利者の住

　　所，氏名及び従前の土地の地番は，条例第１０条第２号に定める個人情報に該当す

　　るとして，不開示とした。

　(3)　条例第１０条第２号（個人情報）該当性について

　　 ア  個人情報に関する規定の趣旨

 条例第１０条第２号（以下「第２号」という。）本文では，「個人に関する情報



5

        (事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く｡)であって，特定の個人が識別

       され，若しくは識別され得るもの（他の情報と照合することにより，特定の個人

       を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ

       とはできないが，公にすることにより，なお個人の権利利益を害するおそれがあ

       るもの」は不開示とすることを定めている。

 第２号は，個人のプライバシーを保護することを目的としているが，個人のプ

　　　 ライバシーの概念は抽象的であり，その具体的内容や保護すべき範囲が明確でな

　　　 いので，広く個人に関する情報について，特定の個人が識別され，又は識別され

　　　 得る情報は不開示とすることを定めたものである。

 また，条例第３条後段では，「実施機関は，個人に関する情報がみだりに公に

       されることのないよう最大限の配慮をしなければならない」として，個人情報の

       保護も条例の基本理念の一つとして規定している。

 一方，第２号ただし書では，法令等の規定により又は慣行として公にされ，又

　　　 は公にすることが予定されている情報（ただし書イ），人の生命等を保護するた

       め，公にすることが必要であると認められる情報（ただし書ロ）及び公務員の職

       務の遂行に係る情報（ただし書ハ）については，開示すべきことを定めている。

　　　   以上の条例の趣旨に基づき，当審査会としては，以下において，不開示とされ

　　   た情報が，第２号本文に該当するか否か，該当する場合には，第２号ただし書に

　　　 該当するか否かを検討するものである。

　  イ  第２号本文該当性について

　　 　 本件情報は，個人に関する情報であり，特定の個人が識別され，若しくは識別

　　  され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが，公にすることにより，

　　  なお個人の権利利益を害するおそれがある情報に該当すると判断する。

　   ウ　第２号ただし書該当性について

　　     第２号本文に該当すると認められる本件情報が，第２号ただし書イ又はロに該

　　　 当するか否か，以下において検討する。
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　　　(ｱ)  本件文書は，法の規定に基づき，実施機関が一時利用地関係権利者に対する

　　　　 通知のために起案した文書であり，本件文書に記載された情報は，公告，縦覧

　　　　 等の手続に付されるものではないので，公にされ，又は公にすることが予定さ

　　　　 れている情報ではない。

　　 したがって，第２号ただし書イには該当しないものと判断する。

　　　(ｲ)  当審査会に異議申立人が提出した意見書又は口頭による意見陳述では，本件

　 情報を開示する公益上の必要性を客観的に確認することができず，また，本件

　 情報を開示する公益と，開示されることによる特定個人の不利益とを比較した

   場合，異議申立人の主張する事情をもって，開示の必要性があると認めること

   はできない。

　　 したがって，第２号ただし書ロには該当しないものと判断する。

  (4)  その他

 本件文書は，県営事業として，法の規定に基づき，実施機関が一時利用地関係権

　　 利者に対する通知のために起案した文書であり，県が保管する行政文書であるの

　　 で，当然に条例の適用を受けるものである。

 また，法では，一時利用地の指定通知書は，公表又は閲覧の対象とはされていな

　　 いものであり，実施機関が異議申立人に対して，条例に基づく開示請求手続を求め

　　 たことは，法の趣旨に反するとはいえないものと考える。

　(5)  結論

　 　  よって，当審査会は「１　審査会の結論」のとおり判断する。

６　審査会の処理経過

　　当審査会の処理経過は，別記のとおりである。
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別　記

　　　　　　　　　　　審　査　会　の　処　理　経　過

　　年　　月　　日 　処　　　理　　　内　　　容

　１４．　７．　５ ・諮問を受けた。

　１４．　７．　９
・実施機関（芸北地域事務所農林局）に，理由説明書

の提出を要求した。

 　１４．　７．１６ ・ 実施機関から理由説明書を受理した。

 　１４．　７．１９

・ 異議申立人に理由説明書の写しを送付した。

・ 異議申立人に理由説明書に対する意見書の提出を要

求した。

　 １４．　７．２２
（平成１４年度第４回審査会）

・諮問の審議を行った。

 　１４．　８．１９ ・ 異議申立人から意見書を受理した。

 　１４．　８．２０ ・ 実施機関に意見書の写しを送付した。

　 １４．　８．２６
（平成１４年度第５回審査会）

・諮問の審議を行った。

　 １４．　９．２５
（平成１４年度第６回審査会）

・ 実施機関の職員から本件処分に対する意見を聴取し

た。

・ 諮問の審議を行った。

　 １４．１０．１７
（平成１４年度第７回審査会）

・ 異議申立人から本件処分に対する意見を聴取した。

・ 諮問の審議を行った。

　 １４．１１．２０
（平成１４年度第８回審査会）

・ 諮問の審議を行った。
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参　考

　　　　　　　広島県情報公開審査会委員名簿（五十音順）

　飯　岡　久　美 　弁護士

　椎　木　タ　カ 　弁護士

　畑　　　博　行

　（　会　長　）
　広島大学名誉教授

　水　鳥　能　伸 　安田女子大学助教授

　宮　本　　　功 　元中国新聞社論説委員


